
（別表２）

1 食品ロス削減に向けた普及啓発

・県が配布するポスター・ステッカー等の掲示に協力する。
・事業者自らが食品ロス削減に向けた啓発チラシ等を作成し、掲
示・配布している。
・各メニュー（大・中・小など）のご飯や麺の量等を掲示し、客に
対して適量注文を呼びかけている。
・宴会の際、食べきりの実践（３０・１０運動などの実践）を呼び
かけている。

2 食品ロス削減に向けた工夫

・野菜のばら売りや惣菜の少量パック等の販売を行っている。
・賞味期限・消費期限の近い商品の値引き販売を行っている。
・閉店間際の値引き販売を行っている。
・小盛メニューやハーフサイズメニューを設定するなど、客が食べ
きるための工夫をしている。
・食材を無駄なく使いきるよう工夫している。

3 食品廃棄物のリサイクル

・店舗等から発生する食品廃棄物について、焼却処理を行わずに堆
肥化等のリサイクルを実施している。
・社員食堂等から発生する食品廃棄物について、焼却処理を行わず
に堆肥化等のリサイクルを実施している。

4
その他食品ロス削減につながる取
り組み

・客の食べ残しの把握を行い、新たなメニューの開発等を行ってい
る。
・食べ残した料理の持ち帰りに対応している。
・次回、料理を食べきった時に使えるクーポン等の配布を行ってい
る。
・事業所のホームページや広報などで、食品ロス削減に向けた取組
（３０・１０運動等）を紹介している。
・フードバンクに食料の提供を行っている。

食品ロス削減に配慮した取組項目

No 取組項目 取組例


